
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

任期初の市議会定例会が行われました！！ 

 ○緊張！！初の一般質問、委員会審査 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア） 対策のカギは、まず空き家の精密なデータベースを構築すること！！ 

イ） 利活用や解体など、適正処理への相談窓口設置と、民間の協力を得るべし！！ 

ウ） 空き家処理を進めるため、所有者へのメリットも併せて検討すべし！！ 
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国分寺市議会議員 

1982 年 広島県生まれ 東京都育ち 法政大学法学部政治学科卒業 
末松義規衆議院議員（当時）の公設第一秘書等を経て市議選に出馬 
 
家族・・・妻、娘（4 歳）  趣味・・・野球、空手（黒帯）、料理 

建設環境委員会（常任委員会）・公共施設等総合管理特別委員会  

国分寺市都市計画審議会 委員 
 

 

6 月 8日から 30 日までの会期で市議会定例会が開催されました。 

市議会議員は議会の場において、市の様々な事業や計画、考え方

などに対し、「質問」という形式で市の執行部に状況や方向性を確認

したり、意見、提案を行います。 

国分寺市議会では、議員一人 60 分の持ち時間で質問をすることが

できます。その内容は原則自由で議員それぞれが、地域で集めてき

た問題やご意見などを市側にぶつけていくパターンが多いようです。 

私も、選挙前に地域の皆さんから頂いたご意見を参考に初の一般

質問に立たせて頂きました！内容を一部ご報告させて頂きます。 
 

空き家対策について ～国の空き家対策特措法施行をうけ～ 
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☆選挙報告 
4月 26日投開票の国分寺市議会議員選挙において、

1943 票を賜り、第 7 位（定数 24 名）で初当選を  

させて頂きました！ 

初心を忘れず、「地域の動く窓口」として、必ずや  

皆様のご期待に応えて参ることをお約束いたしま

す！ 身近な声をぜひお寄せ下さい！！ 

※公職選挙法の規定でお礼の文章を記載できません。 

 



 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見・ご提案などは・・・  

185-0035 国分寺市西町 4-1 けやき台団地 38-303 【引っ越しました】   

TEL：070-2833-5666  FAX：042-534-9123  

ホームページ：www.datejun16.net  メール：info@datejun16.net 
 

 

(2)                              民主                        第 3種郵便物認可 

 

ア）国の空き家対策特措法により、固定資産税情報の利用が可能になり、所有者の特定が行

い易くなります。市が空き家に関する情報を収集し、所有者に対し、指導是正をいつでも行える

環境づくりがキモである点を指摘し、市側もデータベース化を進めていくと答弁しました。 

イ）空き家の所有者もどのように処理すべきか悩んでいる方も多くいらっしゃいます。 

地域の不動産関係業や建設業などの皆さんの協力も頂きながら、相談を受けられる窓口の 

設置を求めました。市としても前向きに検討するとの回答を得ました。 

ウ）現状では、更地にすると固定資産税が最大 6倍になります。 

そのため建物を残しているという状況が多くなっています。 

積極的に処理をして頂くため、他自治体でも行われているような 

税の減免も含めた、処理促進策の検討を提案いたしました。 
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生活保護について 

ア） 生活保護脱却に向け、就労支援の更なる充実を！！ 

イ） 生活保護世帯の子どもたちを取り巻く「貧困の連鎖」を断て！！ 

ウ） ギャンブルや過度な飲酒等への保護費の使用抑制の手立てを！！ 

エ）  
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ア）労働可能年齢の受給者が増えている昨今、ハローワークや社協、NPO などと連携し、就労

支援の更なる強化を要請しました。市は「福祉の総合窓口」の設置を課題としており、支援の一

元強化を目指すと答弁いたしました。 

イ）生活保護世帯で育った子どもは将来的にまた生活保護になる可能性が高いという、「貧困

の連鎖」を断っていくための取り組みを、隣の府中市の「子ども支援員」を例に要請。特に教育

支援は「未来への投資」という観点で積極的に予算をつけて行っていくべきと提案いたしました。 

ウ）兵庫県小野市が制定したパチンコ等に保護費を浪費することを禁止する「福祉給付適正化

条例」を例に、市の対応や不正受給などへの考え方を質しました。市側も不正受給は絶対に許

さないとの姿勢、使い道に関しても、情報を精査し、訪問調査なども厳格に行っていくと答弁。 
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選挙公報について 

ア） 期日前投票の増加を鑑み、選挙公報を駅や公共施設にも速やかに設置するべき！ 

イ）選挙公報の選管ホームページ掲載を選挙後も公約確認の資料として続けるべき！ 

→ア）、イ）ともに可能であり、実現に向け進めていくと答弁 
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新町 3丁目のひばり児童遊園存廃問題について 

新町 3 丁目にある、ひばり児童遊園閉園に向けた市の動きについて、この公園を守って

きた地域の皆さん、利用者や子どもたちの存続を求める強い想いを市に伝え、検討の 

見直し、土地の買取りやその他の存続に関する方策を提案、要請致しました。 

また、今後の公園整備、管理の適正化に向けた指摘を行いました。 
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